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米国商標登録ではお客様が神様という米国最高裁の裁定米国商標登録ではお客様が神様という米国最高裁の裁定米国商標登録ではお客様が神様という米国最高裁の裁定米国商標登録ではお客様が神様という米国最高裁の裁定

2020年7月1日

ハイライトハイライトハイライトハイライト

米国最高裁がBooking.comの標章登録に「消費者が一般用語と捉え

ないのであれば」一般用語ではないという裁定

「Booking.com」の記述的標章の登録に関し、最高裁はそれ以上の懸

念点はないとした

記述的標章が弱いことは連邦の登録基準を満たさないことにならない

2020年6月20日、最高裁は米国特許商標庁対Booking.com B.V.事件に対し、

オンライン旅行予約サイトのドメイン「BOOKING.COM」が連邦商標登録に適

格であるという裁定を下した。

詳しくは英語版をご覧ください。
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